
Forest Stewardship Council® 
FSC® Japan National Office 

 
 
 

  1 of 3 

日本森林管理協議会（FSC ジャパン） · jp.fsc.org · FSC® F000218 
〒157-0076 東京都世田谷区岡本 2-18-5  
 
 

2019年7月1日 
 

FSC商標使用のためのプロモーションライセンス取得者の皆様 
 
 

FSC商標使用のためのプロモーションライセンス料金見直しのお知らせ 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 
 
さて、誠に心苦しいお知らせではありますが、認証取得の必要のない組織がFSC商標を利用するためのプロモーションラ
イセンス料金につきまして、2020年1月1日より、下記のとおり改定させていただきたく、謹んでここにお願い申し上げま
す。 
 
関係者の皆様のご支援をもちまして、お蔭さまで最近ではFSC認知度も徐々に向上しており、それに伴い、FSC商標
の使用を希望される組織も急速に増加しております。また、1組織あたりの商標使用申請数も増加傾向にありますが、
これまでの料金体系や体制では、増え続ける商標使用申請に対応するのに十分な人員や予算が確保できない状況
です。 
 
FSC ジャパンとしましては FSC商標をご活用くださる皆さまのニーズに応えるためにも、この機にしっかりと体制を固め直
したいと考えており、これには料金の改訂がやむを得ないという結論に至りました。 
 
なお、プロモーションライセンス料金については、国際的に統一されておらず、各国のトレードマーク・サービス・プロバイダー
(TSP)により独自に設定することになっておりますが、これまで日本では、FSCの国内認知度の低さを鑑み、可能な限り
FSCの商標を使っていただき、普及していこうという観点から、料金をかなり低く設定しておりました。これは、国際的に比
較しても、先進国では最低水準であり、多くの発展途上国と比べても低い料金設定でした。 
 
ライセンス使用料金は、ライセンス契約後、毎年 1年ごとに次期の予定商標使用件数に基づき請求させていただいて
おりますが、請求書対象期間が 2020年１月１日以降に始まるものから順次、新料金を適用させていただきたいと思
います。例えば、ライセンス発行日によって決まる請求対象期間が 2019年 12月 31日～2020年 12月 30日の
ものには旧料金が適用され、対象期間が 2020年 1月 1日～2020年 12月 31日のものには新料金が適用さ
れることになります。また、実際の商標使用件数が予定を上回ったことによる追加料金は、やはり請求書対象期間が
2019年内に始まるものであれば旧料金、2020年 1月 1日以降に始まるものであれば新料金に基づき請求させて
いただきます。 
 
新しい料金体系ではまた、国際ライセンス料金というカテゴリーも新たに加わりました。これは、海外で使用する広告宣



Forest Stewardship Council® 
FSC® Japan National Office 

 
 
 
 

  2 of 3 

日本森林管理協議会（FSC ジャパン） · jp.fsc.org · FSC® F000218 
〒157-0076 東京都世田谷区岡本 2-18-5  
 

伝等、日本語以外の言語で商標をご使用される際に適用されるものです。FSC ジャパンとの原稿の確認という従来ど
おりのプロセスで、海外向けの広告においても FSC商標をご利用いただけますので、是非ご利用ください。ただし、海外
オフィスで独自に当該国に向けた広告を作成しており、その国の事情に精通した当該国の TSP による確認・承認をご
希望の場合は、当該国の FSC TSP と独自にご契約ください。その場合は各国独自の料金体系が適用されます。 

 
皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、なにとぞ事情をご賢察の上、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上
げます。 

敬具 
 
 

      
     NPO法人 日本森林管理協議会（FSC®ジャパン） 
      代表 太田猛彦 
 
 
 
 
 
 

お問合せ先： 
NPO法人 日本森林管理協議会（FSC®ジャパン） 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-4武蔵ビル5F 
指針・規格コーディネーター /トレードマーク・サービス・プロバイダ 
三柴ちさと 
c.mishiba@jp.fsc.org 
080-4836-0184

mailto:c.mishiba@jp.fsc.org
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FSC商標使用のためのプロモーションライセンス新料金表 
FSC国際会員、およびFSCジャパン会員（正会員・賛助会員）の組織は、料金が2割引となります。 
また、商標使用の件数の数え方は、基本的に1回1媒体につき1件とします。ただし、全く同じデザインで、1度に申請
いただいた場合は、複数の媒体であっても1件とカウントいたします。量が多いものについては、3ページ1件を目安とさせ
ていただきます。 
 
国内料金（日本語のみ） 
カテゴリー 内容 新料金 

（年間、税抜） 
0 非営利組織による公益的な普及啓発を目的とする利用 ¥ 0 
1 営利使用：登録/維持 

（年間トレードマーク新規申請予定件数：0件） 
¥ 15,000 

2 営利使用：登録・トレードマーク承認手数料 
（年間トレードマーク新規申請予定件数：1-10件） 

¥ 40,000 

3 営利使用：登録・トレードマーク承認手数料 
（年間トレードマーク新規申請予定件数：11-20件） 

¥ 80,000 
 

4 営利使用：登録・トレードマーク承認手数料 
（年間トレードマーク新規申請予定件数：21件以上） 

¥ 120,000 

 
国際料金（多言語対応） 
カテゴリー 内容 新料金 

（年間、税抜） 
5 国際ライセンス（営利使用） 

5言語以下、新規商標使用1-15件 
¥ 100,000 

6 国際ライセンス（営利使用） 
5言語以下、新規商標使用16件以上 

¥ 150,000 

7 国際ライセンス（営利使用） 
10言語以下、新規商標使用1-15件 

¥ 240,000 

8 国際ライセンス（営利使用） 
10言語以下、新規商標使用16件以上 

¥ 360,000 
 

9 国際ライセンス（営利使用） 
> 10言語、新規商標使用1-15件 

¥ 600,000 

10 国際ライセンス（営利使用） 
> 10言語、新規商標使用16件以上 

¥ 900,000 

 


